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東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：本文五号 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 (1) 耐震構造】 

1 

赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

 

 

 

 

(1) 耐震構造 

(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

    ｄ．Ｓクラスの施設（ｅ．に記載のもののうち，津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）は，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して安全機能が保持でき

るように設計する。建物・構築物については，構造物全

体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分

な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安

全余裕を有するように設計する。機器・配管系について

は，その施設に要求される機能を保持するように設計

し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにと留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないよう

に，また，動的機器等については，基準地震動ＳＳによ

る応答に対して，その設備に要求される機能を保持する

ように設計する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾

性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。建

物・構築物については，発生する応力に対して，建築基

準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とする。機器・配管系については，

応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計

する。 

      なお，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。 

      基準地震動ＳＳは，敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動及び震源を特定せず策定する地震動について，

 

変更の内容 

 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

発電用原子炉施設の一般構造の記述のうち，「(1) 耐震構

造」について「(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計」ｄ．の記

述を以下のとおり変更する。 

 

(1) 耐震構造 

(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

    ｄ．Ｓクラスの施設（ｅ．に記載のもののうち，津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）は，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して安全機能が保持でき

るように設計する。建物・構築物については，構造物全

体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分

な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安

全余裕を有するように設計する。機器・配管系について

は，その施設に要求される機能を保持するように設計

し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないよう

に，また，動的機器等については，基準地震動ＳＳによ

る応答に対して，その設備に要求される機能を保持する

ように設計する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾

性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。建

物・構築物については，発生する応力に対して，建築基

準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とし，当該許容限界を超えないよ

うに設計する。機器・配管系については，応答が全体的

におおむね弾性状態にとどまるように設計する。 

      なお，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。 

      基準地震動ＳＳは，敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動及び震源を特定せず策定する地震動について，

 

変更の内容 

 

五 発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備 

 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

発電用原子炉施設の一般構造の記述のうち，「(1) 耐震構

造」について「(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計」ｄ．の記

述を以下のとおり変更する。 

 

(1) 耐震構造 

(ⅰ) 設計基準対象施設の耐震設計 

    ｄ．Ｓクラスの施設（ｅ．に記載のもののうち，津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）は，基

準地震動ＳＳによる地震力に対して安全機能が保持でき

るように設計する。建物・構築物については，構造物全

体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分

な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安

全余裕を有するように設計する。機器・配管系について

は，その施設に要求される機能を保持するように設計

し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさないよう

に，また，動的機器等については，基準地震動ＳＳによ

る応答に対して，その設備に要求される機能を保持する

ように設計する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾

性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。建

物・構築物については，発生する応力に対して，建築基

準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とし，当該許容限界を超えないよ

うに設計する。機器・配管系については，応答が全体的

におおむね弾性状態にとどまるように設計する。 

      なお，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。 

      基準地震動ＳＳは，敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動及び震源を特定せず策定する地震動について，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

 

 

 

 

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：本文五号 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 (1) 耐震構造】 

2 

赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の

地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地震動Ｓ

Ｓの応答スペクトルを第5－1図～第5－3図に，基準地震

動ＳＳの時刻歴波形を第5－4図～第5－6図に示す。 

      原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三

系鮮新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－

370m以深ではＳ波速度が0.7km／s以上で著しい高低差

がなく拡がりを持って分布していることが確認されて

いる。したがって，EL.－370mの位置を解放基盤表面と

して設定する。なお，入力地震動の評価においては，解

放基盤表面以浅の影響を適切に考慮する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応

答スペクトルの比率が目安として0.5を下回らない値と

し，さらに応答スペクトルに基づく地震動評価による基

準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日原子力安全

委員会決定，平成13年3月29日一部改訂）」に基づいた

「原子炉設置変更許可申請書（平成11年3月10日許可／

平成09・09・18資第5号）」の「添付書類六 変更後に係

る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，

社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3 基準地震

動」における基準地震動Ｓ１を踏まえて設定する。具体

的には，工学的判断より基準地震動ＳＳ－１１，１２，

１３，１４，２１，２２，３１に係数0.5を乗じた地震

動，基準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，基準地震動Ｓ１も

踏まえて設定した係数0.5を乗じた地震動を弾性設計用

地震動Ｓｄとして設定する。 

      なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施

設については，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じた

地震動によりその影響についての検討を行う。建物・構

築物及び機器・配管系ともに，おおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられるように設計する。 

     

   

 

 

敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の

地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地震動Ｓ

Ｓの応答スペクトルを第5－1図～第5－3図に，基準地震

動ＳＳの時刻歴波形を第5－4図～第5－6図に示す。 

      原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三

系鮮新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－

370m以深ではＳ波速度が0.7km／s以上で著しい高低差

がなく拡がりを持って分布していることが確認されて

いる。したがって，EL.－370mの位置を解放基盤表面と

して設定する。なお，入力地震動の評価においては，解

放基盤表面以浅の影響を適切に考慮する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応

答スペクトルの比率が目安として0.5を下回らない値と

し，さらに応答スペクトルに基づく地震動評価による基

準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日原子力安全

委員会決定，平成13年3月29日一部改訂）」に基づいた

「原子炉設置変更許可申請書（平成11年3月10日許可／

平成09・09・18資第5号）」の「添付書類六 変更後に係

る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，

社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3 基準地震

動」における基準地震動Ｓ１を踏まえて設定する。具体

的には，工学的判断より基準地震動ＳＳ－１１，１２，

１３，１４，２１，２２，３１，３２に係数0.5を乗じた

地震動，基準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，基準地震動

Ｓ１も踏まえて設定した係数0.5を乗じた地震動を弾性

設計用地震動Ｓｄとして設定する。 

      なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施

設については，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じた

地震動によりその影響についての検討を行う。建物・構

築物及び機器・配管系ともに，おおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐えられるように設計する。 

     

   

 

 

 

敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の

地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地震動Ｓ

Ｓの応答スペクトルを第5－1図～第5－3図に，基準地震

動ＳＳの時刻歴波形を第5－4図～第5－6図に示す。 

      原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三

系鮮新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－

370m以深ではＳ波速度が0.7km／s以上で著しい高低差

がなく拡がりを持って分布していることが確認されて

いる。したがって，EL.－370mの位置を解放基盤表面と

して設定する。なお，入力地震動の評価においては，解

放基盤表面以浅の影響を適切に考慮する。 

      また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応

答スペクトルの比率が目安として0.5を下回らない値と

し，さらに応答スペクトルに基づく地震動評価による基

準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針（昭和56年7月20日原子力安全

委員会決定，平成13年3月29日一部改訂）」に基づいた

「原子炉設置変更許可申請書（平成11年3月10日許可／

平成09・09・18資第5号）」の「添付書類六 変更後に係

る原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，

社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3 基準地震

動」における基準地震動Ｓ１を踏まえて設定する。具体

的には，工学的判断より基準地震動ＳＳ－１１，１２，

１３，１４，２１，２２，３１，３２に係数0.5を乗じた

地震動，基準地震動ＳＳ－Ｄ１に対しては，基準地震動

Ｓ１も踏まえて設定した係数0.5を乗じた地震動を弾性

設計用地震動Ｓｄとして設定する。 

      なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施

設については，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じた

地震動によりその影響についての検討を行う。建物・構

築物及び機器・配管系ともに，おおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐えられるように設計する。 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動ＳＳ－３２の追加 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源特定せず策定する地震動） 
【対象項目：本文五号 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 (1) 耐震構造】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

申 請 書 図 面 

 

 

 

 

記 

 

第 5－1 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＮＳ方向） 

第 5－2 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＥＷ方向） 

第 5－3 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＵＤ方向） 

第 5－4 図 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動ＳＳの

時刻歴波形（ＳＳ－Ｄ１） 

第 5－5 図(1) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１１） 

第 5－5 図(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１２） 

第 5－5 図(3) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１３） 

第 5－5 図(4) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１４） 

第 5－5 図(5) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２１） 

第 5－5 図(6) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２２） 

第 5－6 図    震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

ＳＳの時刻歴波形（ＳＳ－３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 書 図 面 

 

 申請書図面として，下記図面を変更又は追加する。ただし，第 5

－4 図及び第 5－5図については，変更前の図面に同じ。 

 

記 

 

第 5－1 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＮＳ方向） 

第 5－2 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＥＷ方向） 

第 5－3 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＵＤ方向） 

第 5－4 図 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動ＳＳの

時刻歴波形（ＳＳ－Ｄ１） 

第 5－5 図(1) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１１） 

第 5－5 図(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１２） 

第 5－5 図(3) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１３） 

第 5－5 図(4) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１４） 

第 5－5 図(5) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２１） 

第 5－5 図(6) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２２） 

第 5－6 図(1) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

ＳＳの時刻歴波形（ＳＳ－３１） 

第 5－6 図(2) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

ＳＳの時刻歴波形（ＳＳ－３２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 書 図 面 

 

 申請書図面として，下記図面を変更又は追加する。ただし，第 5

－4 図及び第 5－5図については，変更前の図面に同じ。 

 

記 

 

第 5－1 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＮＳ方向） 

第 5－2 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＥＷ方向） 

第 5－3 図 基準地震動ＳＳの応答スペクトル（ＵＤ方向） 

第 5－4 図 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動ＳＳの

時刻歴波形（ＳＳ－Ｄ１） 

第 5－5 図(1) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１１） 

第 5－5 図(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１２） 

第 5－5 図(3) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１３） 

第 5－5 図(4) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－１４） 

第 5－5 図(5) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２１） 

第 5－5 図(6) 断層モデルを用いた手法による基準地震動ＳＳの時

刻歴波形（ＳＳ－２２） 

第 5－6 図(1) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

ＳＳの時刻歴波形（ＳＳ－３１） 

第 5－6 図(2) 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動

ＳＳの時刻歴波形（ＳＳ－３２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦軸（加速度）の 大値， 小

値の統一 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

る。 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源特定せず策定する地震動） 
【対象項目：本文五号 ロ 発電用原子炉施設の一般構造 (1) 耐震構造】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 
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基準地震動Ｓｓ－３２の追加，
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る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

 

 

 

 

 

 

図 

第 1.3－1図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＮＳ方

向） 

第 1.3－2図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＥＷ方

向） 

第 1.3－3図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＵＤ方

向） 

第 1.3－4図  弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１の時刻歴波形 

第 1.3－5図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１１の時刻歴波形 

第 1.3－6図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１２の時刻歴波形 

第 1.3－7図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１３の時刻歴波形 

第 1.3－8図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１４の時刻歴波形 

第 1.3－9図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２１の時刻歴波形 

第 1.3－10 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２２の時刻歴波形 

第 1.3－11 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－３１の時刻歴波形 

 

令和元年 7 月 24 日付け，原規規発第 1907243 号をもって設置変

更許可を受け，令和元年 9 月 24 日付け総室発第 69 号をもって設置

変更許可を申請（令和 2 年 11 月 16 日付け総室発第 78 号，令和 3

年 2 月 19 日付け総室発第 109 号で一部補正）している東海第二発

電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類八の記載のう

ち，下記項目の記述及び関連図面等を次のとおり変更又は追加す

る。ただし，第 1.3－4 図～第 1.3－11 図については，変更前の図

面に同じ。また，各項目について，別表 1 のとおり読替える。 

 

1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日

申請）に係る安全設計の方針 

1.9.11.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月

19 日制定）」に対する適合 

 

 

図 

第 1.3－1図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＮＳ方

向） 

第 1.3－2図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＥＷ方

向） 

第 1.3－3図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＵＤ方

向） 

第 1.3－4図  弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１の時刻歴波形 

第 1.3－5図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１１の時刻歴波形 

第 1.3－6図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１２の時刻歴波形 

第 1.3－7図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１３の時刻歴波形 

第 1.3－8図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１４の時刻歴波形 

第 1.3－9図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２１の時刻歴波形 

第 1.3－10 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２２の時刻歴波形 

第 1.3－11 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－３１の時刻歴波形 

第 1.3－12 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の時刻歴波形 

令和 5 年 1 月 25 日付け，原規規発第 2301252 号をもって設置変

更許可を受けた東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類八の記載のうち，下記項目の記述及び関連図面等を次

のとおり変更又は追加する。ただし，第 1.3－4 図～第 1.3－11 図

については，変更前の図面に同じ。また，各項目について，別表 1

のとおり読替える。 

 

 

 

1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 
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造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月

19 日制定）」に対する適合 
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第 1.3－2図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＥＷ方

向） 

第 1.3－3図  弾性設計用地震動Ｓｄの応答スペクトル（ＵＤ方

向） 

第 1.3－4図  弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１の時刻歴波形 

第 1.3－5図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１１の時刻歴波形 

第 1.3－6図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１２の時刻歴波形 

第 1.3－7図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１３の時刻歴波形 

第 1.3－8図  弾性設計用地震動Ｓｄ－１４の時刻歴波形 

第 1.3－9図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２１の時刻歴波形 

第 1.3－10 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－２２の時刻歴波形 

第 1.3－11 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－３１の時刻歴波形 

第 1.3－12 図  弾性設計用地震動Ｓｄ－３２の時刻歴波形 

新化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全設計の方針に関する記載

を追加 

「実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」に対

する適合に関する記載を追加

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

第 1.3－12 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＮＳ方向） 

第 1.3－13 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＥＷ方向） 

第 1.3－14 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（水平方向） 

第 1.3－15 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（鉛直方向） 

 

第 1.3－13 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＮＳ方向） 

第 1.3－14 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＥＷ方向） 

第 1.3－15 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（水平方向） 

第 1.3－16 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3－13 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＮＳ方向） 

第 1.3－14 図  弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペ

クトルの比較（ＥＷ方向） 

第 1.3－15 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（水平方向） 

第 1.3－16 図  一様ハザードスペクトルと弾性設計用地震動Ｓｄ

の応答スペクトルの比較（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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【対象項目：添付書類八_表紙、目次】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：添付書類八 1. 安全設計 1.3 耐震設計 1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢ

クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用すること

とし，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力

地震動を入力として，動的解析により水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定する。なお，構造特性から水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備

については，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分の 1

にしたものによる地震力を適用する。 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準地震動ＳＳによる地震力を適用

する。 

「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳは，「敷地

ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定し，年超過確率は，10

－４～10－６程度である。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペ

クトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動

ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。ここで，係数 0.5 は工学的

判断として，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入

力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見(１)を踏まえ，さら

に応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動ＳＳ－

Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3

月 29 日一部改訂）」に基づいた「原子炉設置変更許可申請書

（平成 11 年 3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 号）」の

「添付書類六 変更後に係る原子炉施設の場所に関する気象，

地盤，水理，地震，社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3

基準地震動」における基準地震動Ｓ１の応答スペクトルをおお

1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢ

クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用すること

とし，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力

地震動を入力として，動的解析により水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定する。なお，構造特性から水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備

については，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し

て，許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分の 1

にしたものによる地震力を適用する。 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準地震動ＳＳによる地震力を適用

する。 

「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳは，「敷地

ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定し，年超過確率は，10

－４～10－６程度である。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペ

クトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動

ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。ここで，係数 0.5 は工学的

判断として，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入

力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見(１)を踏まえ，さら

に応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動ＳＳ－

Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3

月 29 日一部改訂）」に基づいた「原子炉設置変更許可申請書

（平成 11 年 3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 号）」の

「添付書類六 変更後に係る原子炉施設の場所に関する気象，

地盤，水理，地震，社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3

基準地震動」における基準地震動Ｓ１の応答スペクトルをおお

1. 安全設計 

1.3 耐震設計 

1.3.1 設計基準対象施設の耐震設計 

1.3.1.3 地震力の算定方法 

(2) 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木構造物及びＢ

クラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用すること

とし，基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力

地震動を入力として，動的解析により水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定する。なお，構造特性から水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響が考えられる施設，設備

については，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し

て，許容限界の範囲内にとどまることを確認する。 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分の 1

にしたものによる地震力を適用する。 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された

建物・構築物については，基準地震動ＳＳによる地震力を適用

する。 

「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳは，「敷地

ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定し，年超過確率は，10

－４～10－６程度である。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動ＳＳとの応答スペ

クトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動

ＳＳに係数 0.5 を乗じて設定する。ここで，係数 0.5 は工学的

判断として，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に対する入

力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見(１)を踏まえ，さら

に応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動ＳＳ－

Ｄ１に対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定，平成 13 年 3

月 29 日一部改訂）」に基づいた「原子炉設置変更許可申請書

（平成 11 年 3 月 10 日許可／平成 09・09・18 資第 5 号）」の

「添付書類六 変更後に係る原子炉施設の場所に関する気象，

地盤，水理，地震，社会環境等の状況に関する説明書 3.2.6.3

基準地震動」における基準地震動Ｓ１の応答スペクトルをおお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

むね下回らないよう配慮した値とする。また，建物・構築物及

び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設計用地震

動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動

Ｓｄの年超過確率は，10－３～10－５程度である。弾性設計用地震

動Ｓｄの応答スペクトルを第 1.3－1 図～第 1.3－3 図に，弾性

設計用地震動Ｓｄの時刻歴波形を第 1.3－4 図～第 1.3－11 図

に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの

比較を第 1.3－12 図及び第 1.3－13 図に，弾性設計用地震動Ｓ

ｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの

比較を第 1.3－14 図及び第 1.3－15 図に示す。 

ａ．入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三系鮮

新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－370m 以深

ではＳ波速度が 0.7km／s 以上であることが確認されてい

る。したがって，EL.－370m の位置を解放基盤表面として設

定する。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

うえで，必要に応じ２次元ＦＥＭ解析又は１次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を

設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮

した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形

応答に関する動的変形特性を考慮する。また，必要に応じ敷

地における観測記録による検証や 新の科学的・技術的知見

を踏まえ設定する。 

ｂ．地震応答解析 

(a) 動的解析法 

ⅰ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答

解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な

解析条件を設定する。動的解析は，時刻歴応答解析法に

よる。また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適

用可能な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物

の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価

し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

むね下回らないよう配慮した値とする。また，建物・構築物及

び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設計用地震

動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動

Ｓｄの年超過確率は，10－３～10－５程度である。弾性設計用地震

動Ｓｄの応答スペクトルを第 1.3－1 図～第 1.3－3 図に，弾性

設計用地震動Ｓｄの時刻歴波形を第 1.3－4 図～第 1.3－12 図

に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの

比較を第 1.3－13 図及び第 1.3－14 図に，弾性設計用地震動Ｓ

ｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの

比較を第 1.3－15 図及び第 1.3－16 図に示す。 

ａ．入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三系鮮

新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－370m 以深

ではＳ波速度が 0.7km／s 以上であることが確認されてい

る。したがって，EL.－370m の位置を解放基盤表面として設

定する。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

うえで，必要に応じ２次元ＦＥＭ解析又は１次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を

設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮

した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形

応答に関する動的変形特性を考慮する。また，必要に応じ敷

地における観測記録による検証や 新の科学的・技術的知見

を踏まえ設定する。 

ｂ．地震応答解析 

(a) 動的解析法 

ⅰ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答

解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切な

解析条件を設定する。動的解析は，時刻歴応答解析法に

よる。また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適

用可能な周波数応答解析法による。 
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むね下回らないよう配慮した値とする。また，建物・構築物及

び機器・配管系ともに 0.5 を採用することで，弾性設計用地震

動Ｓｄに対する設計に一貫性をとる。なお，弾性設計用地震動

Ｓｄの年超過確率は，10－３～10－５程度である。弾性設計用地震

動Ｓｄの応答スペクトルを第 1.3－1 図～第 1.3－3 図に，弾性

設計用地震動Ｓｄの時刻歴波形を第 1.3－4 図～第 1.3－12 図

に，弾性設計用地震動Ｓｄと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの

比較を第 1.3－13 図及び第 1.3－14 図に，弾性設計用地震動Ｓ

ｄと解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの

比較を第 1.3－15 図及び第 1.3－16 図に示す。 

ａ．入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査の結果，新第三系鮮

新統～第四系下部更新統の久米層が分布し，EL.－370m 以深

ではＳ波速度が 0.7km／s 以上であることが確認されてい

る。したがって，EL.－370m の位置を解放基盤表面として設

定する。 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

上で，必要に応じ２次元ＦＥＭ解析又は１次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を

設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮

した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形

応答に関する動的変形特性を考慮する。また，必要に応じ敷

地における観測記録による検証や 新の科学的・技術的知見

を踏まえ設定する。 
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動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎

版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。設計用

地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ

ルを考慮して定める。 

基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応

答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持

機能を検討するための動的解析において，施設を支持す

る建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮す

る。また，必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系

の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地

盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には，有

効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強

度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏

まえた上で保守性を考慮して設定する。更に保守的な配

慮として地盤を強制的に液状化させることを仮定した

影響を考慮する場合には，原地盤よりも十分に小さい液

状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液

状化強度特性）を設定する。 

原子炉建屋については，３次元ＦＥＭ解析等から，建

物・構築物の３次元応答性状及びそれによる機器・配管

系への影響を評価する。 

屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相

互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかに

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎

版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。設計用

地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ

ルを考慮して定める。 

基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応

答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持

機能を検討するための動的解析において，施設を支持す

る建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮す

る。また，必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系

の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地

盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には，有

効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強

度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏

まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とす

る。保守的な配慮として地盤を強制的に液状化させるこ

とを仮定した影響を考慮する場合には，原地盤よりも十

分に小さい液状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準

砂に基づく液状化強度特性）を設定する。 

原子炉建屋については，３次元ＦＥＭ解析等から，建

物・構築物の３次元応答性状及びそれによる機器・配管

系への影響を評価する。 

屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相

互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかに

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考

慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎

版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。設計用

地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ

ルを考慮して定める。 

基準地震動ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応

答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持

機能を検討するための動的解析において，施設を支持す

る建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮す

る。また，必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系

の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地

盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には，有

効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強

度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏

まえた上で保守性を考慮して設定する。更に保守的な配

慮として地盤を強制的に液状化させることを仮定した

影響を考慮する場合には，原地盤よりも十分に小さい液

状化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液

状化強度特性）を設定する。 

原子炉建屋については，３次元ＦＥＭ解析等から，建

物・構築物の３次元応答性状及びそれによる機器・配管

系への影響を評価する。 

屋外重要土木構造物の動的解析は，構造物と地盤の相

互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれかに
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て行う。 

なお，地震力については，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定する。 

ⅱ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答

解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減

衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又

は実験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮し

て，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系

モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線

を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解

析法により応答を求める。配管系については，振動モー

ドを適切に表現できるモデルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答

解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法

及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべ

り等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見

を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物

の剛性及び地盤物性のばらつき等への配慮をしつつ時

刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象

設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応答

を評価できるモデルを用い，水平２方向及び鉛直方向の

応答成分について適切に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の 大

応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて

地震力を算定する。 
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て，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系

モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線

を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解

析法により応答を求める。配管系については，振動モー

ドを適切に表現できるモデルを作成し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答

解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法

及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべ

り等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見

を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物

の剛性及び地盤物性のばらつき等への配慮をしつつ時

刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象

設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。

また，設備の３次元的な広がりを踏まえ，適切に応答

を評価できるモデルを用い，水平２方向及び鉛直方向の

応答成分について適切に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器は，その機器の設置床面の 大

応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて

地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞本体施設許可時からの抜粋（黒字） 

1.9.7 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 26 年 5 月 20 日

申請）に係る安全設計の方針 

1.9.7.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 19 日制

定）」に対する適合 

 

＜参考＞燃料BF許可時からの抜粋（緑字） 

1.9.8 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 31 年 1 月 18 日

申請）に係る安全設計の方針 

1.9.8.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則（平成 29年 11 月 29 日改

正）」に対する適合 

 

＜参考＞特重施設等許可時からの抜粋（紫字） 

1.9.9 発電用原子炉設置変更許可申請（令和元年 9 月 24 日申

請）に係る安全設計の方針 

1.9.9.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 19 日

制定）」に対する適合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日申請）

に係る安全設計の方針 

1.9.11.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 19 日制定）」

に対する適合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日申請）

に係る安全設計の方針 

1.9.11.1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 19 日制定）」

に対する適合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全設計の方針は設置変更許

可申請ごとに記載する内容で

あるが，参考として，本体施

設許可時，燃料 BF 許可時，特

重施設等許可時の内容（抜粋）

を記載する。 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第三条 設計基準対象施設の地盤 

 

１ 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地

震力（設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」

という。）にあっては、同条第三項に規定する基準地震動に

よる地震力を含む。）が作用した場合においても当該設計基

準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなけ

ればならない。 

 

 

 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が

損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。 

 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けな

ければならない。 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

耐震重要施設については，基準地震動による地震力が作用した

場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することに

よって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動による

地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，耐震重要度

分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第２項について 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持

地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，その

第三条 設計基準対象施設の地盤 

 

１ 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地

震力（設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」

という。）及び兼用キャスクにあっては、同条第三項に規定

する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合にお

いても当該設計基準対象施設を十分に支持することができ

る地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあ

っては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能が

損なわれない方法により設けることができるときは、この限

りでない。 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合において

もその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなけ

ればならない。 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれが

ない地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクに

あっては、地盤に変位が生じてもその安全機能が損なわれな

い方法により設けることができるときは、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，耐震重要度

分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第２項について 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持

地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，その

第三条 設計基準対象施設の地盤 

 

１ 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地

震力（設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」

という。）及び兼用キャスクにあっては、同条第三項に規定

する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合にお

いても当該設計基準対象施設を十分に支持することができ

る地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあ

っては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能が

損なわれない方法により設けることができるときは、この限

りでない。 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合において

もその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなけ

ればならない。 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれが

ない地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクに

あっては、地盤に変位が生じてもその安全機能が損なわれな

い方法により設けることができるときは、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

耐震重要施設以外の設計基準対象施設については，耐震重要度

分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第２項について 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持

地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

第３項について 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がな

い地盤に設置する。 

 

 

第四条 地震による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができる

ものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある

設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用

する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれ

がある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又

はＣクラスに分類し，それぞれに応じて設定した地震力に対して

おおむね弾性範囲の設計を行う。 

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して，炉心内

の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態にとどまる設

計とする。 

 

なお，耐震重要度分類及び地震力については，「第２項につい

安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

第３項について 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がな

い地盤に設置する。 

 

 

第四条 地震による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができる

ものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある

設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用

する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれ

がある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して

放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又

はＣクラスに分類し，それぞれに応じて設定した地震力に対して

おおむね弾性範囲の設計を行う。 

炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能について

は，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して，炉

心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態にとどま

る設計とする。 

なお，耐震重要度分類及び地震力については，「第２項につい

安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

第３項について 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がな

い地盤に設置する。 

 

 

第四条 地震による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができる

ものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある

設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線によ

る公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな

影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用

する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対

して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれ

がある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して

放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又

はＣクラスに分類し，それぞれに応じて設定した地震力に対して

おおむね弾性範囲の設計を行う。 

炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込めの機能について

は，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して，炉

心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性状態にとどま

る設計とする。 

なお，耐震重要度分類及び地震力については，「第２項につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成上の差異 

 

記載の適正化 
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て」に示すとおりである。 

 

第２項について 

設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面

の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線

による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪

失した場合の影響の相対的な程度に応じて，以下のとおり，耐震

重要度分類をＳクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞ

れに応じた地震力を算定する。 

(1) 耐震重要度分類 

Ｓクラス：地震により発生するおそれがある事象に対して，

原子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機

能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失に

より放射性物質を外部に拡散する可能性のある

施設，これらの施設の機能喪失により事故に至っ

た場合の影響を緩和し，放射線による公衆への影

響を軽減するために必要な機能を持つ施設及び

これらの重要な安全機能を支援するために必要

となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれ

がある津波による安全機能の喪失を防止するた

めに必要となる施設であって，その影響が大きい

もの 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラスの施設と比べ小さい施設 

Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全

性が要求される施設 

(2) 地震力 

上記(1)のＳクラスの施設（津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備を除く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に適

用する地震力は以下のとおり算定する。 

なお，Ｓクラスの施設については，弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を適

用する。 

ａ．静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に

て」に示すとおりである。 
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適用することとし，それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数

Ｃ０を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が

同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地

震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(b) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(a)に示す

地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとした震度より求める

ものとする。 

なお，Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地

震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

ｂ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，Ｓクラスの施設に

適用する。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，「添付書類六 3. 地震」に示

す基準地震動ＳＳに工学的判断から求められる係数 0.5 を乗

じて設定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定

する。 

なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設に

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じた地震動

によりその影響についての検討を行う。当該地震動による地

適用することとし，それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数

Ｃ０を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が

同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地

震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(b) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(a)に示す

地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとした震度から求める

ものとする。 

なお，Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地

震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

ｂ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，Ｓクラスの施設に

適用する。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，「添付書類六 3. 地震」に示

す基準地震動ＳＳに工学的判断から求められる係数 0.5 を乗

じて設定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定

する。 

なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設に

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた地震動

によりその影響についての検討を行う。当該地震動による地

適用することとし，それぞれ耐震重要度分類に応じて次の地

震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 
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Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数

Ｃ０を 0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が

同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地

震力は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定する

ものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。

(b) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(a)に示す

地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記

(a)の鉛直震度をそれぞれ 20％増しとした震度から求める

ものとする。 

なお，Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地

震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。

ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

ｂ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，Ｓクラスの施設に

適用する。 

弾性設計用地震動Ｓｄは，「添付書類六 3. 地震」に示

す基準地震動ＳＳに工学的判断から求められる係数 0.5 を乗

じて設定する。 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定

する。 

なお，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設に

ついては，弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じた地震動

によりその影響についての検討を行う。当該地震動による地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（R030623設置許

可基準規則改正に伴う反映）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：添付書類八 1. 安全設計 1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日申請）に係る安全設計の方針】 

25 

赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

第３項について 

耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

を除く。）については， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷

地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切な地震動，

すなわち「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳによる

地震力に対して，安全機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物につ

いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，それぞれの施設

及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。 

基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳを用いて，水平

２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算

定する。 

なお，耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属す

る施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわないように

設計する。 

 

第４項について 

耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によっ

て生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して，その安全機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

第５項について 

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件によ

り塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

とどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉じ

込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 

なお，燃料の機械設計においては，燃料被覆管応力，累積疲労

サイクル，過度の寸法変化防止に対する設計方針を満足するよう

に燃料要素の設計を行うが，上記の設計方針を満足させるための

設計に当たっては，これらのうち燃料被覆管への地震力の影響を

考慮すべき項目として，燃料被覆管応力及び累積疲労サイクルを

評価項目とする。評価においては，内外圧差による応力，熱応力，

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

第３項について 

耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

を除く。）については， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷

地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切な地震動，

すなわち「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳによる

地震力に対して，安全機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物につ

いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，それぞれの施設

及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。 

基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳを用いて，水平

２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算

定する。 

なお，耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属す

る施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわないように

設計する。 

 

第４項について 

耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によっ

て生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して，その安全機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

第５項について 

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み合わせた荷重条件に

より塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉

じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 

なお，燃料の機械設計においては，燃料被覆管応力，累積疲労

サイクル，過度の寸法変化防止に対する設計方針を満足するよう

に燃料要素の設計を行うが，上記の設計方針を満足させるための

設計に当たっては，これらのうち燃料被覆管への地震力の影響を

考慮すべき項目として，燃料被覆管応力及び累積疲労サイクルを

評価項目とする。評価においては，内外圧差による応力，熱応力，

震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

第３項について 

耐震重要施設（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

を除く。）については， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷

地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切な地震動，

すなわち「添付書類六 3. 地震」に示す基準地震動ＳＳによる

地震力に対して，安全機能が損なわれるおそれがないように設計

する。 

また，屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物につ

いては，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，それぞれの施設

及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。 

基準地震動ＳＳによる地震力は，基準地震動ＳＳを用いて，水平

２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算

定する。 

なお，耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属す

る施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわないように

設計する。 

 

第４項について 

耐震重要施設については，基準地震動ＳＳによる地震力によっ

て生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して，その安全機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

第５項について 

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれ

の荷重と基準地震動ＳＳによる地震力を組み合わせた荷重条件に

より塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，放射性物質の閉

じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 

なお，燃料の機械設計においては，燃料被覆管応力，累積疲労

サイクル，過度の寸法変化防止に対する設計方針を満足するよう

に燃料要素の設計を行うが，上記の設計方針を満足させるための

設計に当たっては，これらのうち燃料被覆管への地震力の影響を

考慮すべき項目として，燃料被覆管応力及び累積疲労サイクルを

評価項目とする。評価においては，内外圧差による応力，熱応力，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

水力振動による応力，支持格子の接触圧による応力等の他，地震

による応力を考慮し，設計疲労曲線としては，Langer-O'Donnell 

の曲線を使用する。 

 

第八条 火災による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、

かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」

という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安

全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する

機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作

動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全

に停止させるための機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の

影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

～前略～ 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避

雷設備を設けるとともに，安全上の重要度に応じた耐震設計を

行う。 

(2) 火災感知及び消火 

～前略～ 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全

機能を有する構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地

震発生時に機能を維持できる設計とする。 

～後略～ 

 

 

 

水力振動による応力，支持格子の接触圧による応力等の他，地震

による応力を考慮し，設計疲労曲線としては，Langer-O'Donnell 

の曲線を使用する。 

 

第八条 火災による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、

かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」

という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安

全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する

機能を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の

影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

 

地震により火災が発生する可能性を低減するため，安全上の

重要度に応じた耐震設計を行う。 

 

(2) 火災感知及び消火 

 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全

機能を有する構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地

震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

水力振動による応力，支持格子の接触圧による応力等の他，地震

による応力を考慮し，設計疲労曲線としては，Langer-O'Donnell 

の曲線を使用する。 

 

第八条 火災による損傷の防止 

 

１ 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全

性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、

かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感知設備」

という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安

全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する

機能を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を

損なわないよう，火災発生防止，火災感知及び消火並びに火災の

影響軽減の措置を講じるものとする。 

(1) 火災発生防止 

 

地震により火災が発生する可能性を低減するため，安全上の

重要度に応じた耐震設計を行う。 

 

(2) 火災感知及び消火 

 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全

機能を有する構築物，系統及び機器の耐震クラスに応じて，地

震発生時に機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本体施設許可の記載のう

ち，地震動追加に伴い，耐震

要求がある箇所を記載。ただ

し，第 3 条，第 4 条要求に包

含されるものは除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による火災の項目の

み記載 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

１ 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を

含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質

を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域

外へ漏えいしないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放

射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状

態にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とする。さ

らに使用済燃料プールにおいては，使用済燃料プールの冷却機能

及び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。 

 なお，発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），

消火系統等の作動又は使用済燃料プールのスロッシングにより

発生した溢水を考慮する。 

 

第２項について 

設計基準対象施設は，原子炉施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器，配管その他の設備から放射性物質を含む液体があ

ふれ出た場合において，当該液体が管理区域外へ漏えいしない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

１ 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を

含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質

を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域

外へ漏えいしないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止及び放射

性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状態

にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とする。さら

に使用済燃料プールにおいては，使用済燃料プールの冷却機能及

び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。 

 なお，発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），

消火系統等の作動又は使用済燃料プールのスロッシングにより

発生した溢水を考慮する。 

 

第２項について 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射性物質を含む

液体を内包する容器，配管その他の設備から放射性物質を含む液

体があふれ出た場合において，当該液体が管理区域外へ漏えいし

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第九条 溢水による損傷の防止等 

 

１ 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を

含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質

を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域

外へ漏えいしないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全施設は，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合

においても，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止及び放射

性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状態

にある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とする。さら

に使用済燃料プールにおいては，使用済燃料プールの冷却機能及

び使用済燃料プールへの給水機能を維持できる設計とする。 

 なお，発電用原子炉施設内における溢水として，発電用原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。），

消火系統等の作動又は使用済燃料プールのスロッシングにより

発生した溢水を考慮する。 

 

第２項について 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施設内の放射性物質を含む

液体を内包する容器，配管その他の設備から放射性物質を含む液

体があふれ出た場合において，当該液体が管理区域外へ漏えいし

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（本体施設許可の記載のう

ち，地震動追加に伴い，耐震

要求がある箇所を記載。ただ

し，第 3 条，第 4 条要求に包

含されるものは除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

 一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故防止設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下

「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該

重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施

設を十分に支持することができる地盤 

 三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故緩和設備」という。）が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処

施設を十分に支持することができる地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を

除く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合

においても重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによ

る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

 一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故防止設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下

「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該

重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施

設を十分に支持することができる地盤 

 三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故緩和設備」という。）が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処

施設を十分に支持することができる地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を

除く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合

においても重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによ

る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持

第三十八条 重大事故等対処施設の地盤 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

 一 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故防止設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの（以下

「常設耐震重要重大事故防止設備」という。）が設置される

重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該

重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施

設を十分に支持することができる地盤 

 三 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下「常設重大事

故緩和設備」という。）が設置される重大事故等対処施設

（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設

を十分に支持することができる地盤 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地

震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処

施設を十分に支持することができる地盤 

２ 重大事故等対処施設（前項第二号の重大事故等対処施設を

除く。次項及び次条第二項において同じ。）は、変形した場合

においても重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に

設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによ

る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

sによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

第１項第２号について 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第１項第３号について 

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

以下，本条文において，特定重大事故等対処施設（一の施設）

を「特定重大事故等対処施設」という。 

１．特定重大事故等対処施設について 

特定重大事故等対処施設については，耐震重要度分類のＳクラ

スの施設に適用される地震力が作用した場合においても，接地圧

に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液

状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故等

力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

第１項第２号について 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第１項第３号について 

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

 

第１項第４号について 

特定重大事故等対処施設については，今回の変更申請対象外と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液

状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故等

力を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

第１項第２号について 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される施設（特定重大事故等対処施設を除く。）は，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類

の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

第１項第３号について 

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。）は，基準地震動ＳＳによる地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する

地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

 

第１項第４号について 

特定重大事故等対処施設（一の施設）（以下，本条文において

「特定重大事故等対処施設」という。）については，耐震重要度

分類のＳクラスの施設に適用される地震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

また，上記に加え，基準地震動ＳＳによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しないことを含め，基準地震動Ｓ

Ｓによる地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。 

 

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液

状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により，重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

（定義付けを追記） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。 

特定重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって

生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築

物間の不等沈下，液状化，揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状に

より，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

 

第３項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に

設置する。 

特定重大事故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等

の露頭がない地盤に設置する。 

なお，「第１項第１号～第３項について」における重大事故等

対処施設の設備分類については，第三十九条の「適合のための設

計方針」の「第１項について」における「Ⅰ．設備分類」による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

第３項について 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に

設置する。 
（記載の追加） 

 
なお，「第１項第１号～第３項について」における重大事故等

対処施設の設備分類については，第三十九条の「適合のための設

計方針」の「第１項について」における「Ⅰ．設備分類」による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。 

特定重大事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって

生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築

物間の不等沈下，液状化，揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状に

より，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない地盤に設置する。 

 

第３項について 
常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に

設置する。 
特定重大事故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等

の露頭がない地盤に設置する。 

なお，「第１項第１号～第３項について」における重大事故等

対処施設の設備分類については，第三十九条の「適合のための設

計方針」の「第１項について」における「Ⅰ．設備分類」による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第三十九条 地震による損傷の防止 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

 一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地

震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないものであること。 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができるものであること。 

 三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動によ

る地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないものであること。 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地

震動による地震力に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ．設

備分類」のとおり分類し，設備分類に応じて「Ⅱ．設計方針」に

示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用す

る地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対

象施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ．設計方針」の(1)，(2)及び(3)に示す設計方針が，

それぞれ第１項の第一号，第二号及び第三号の要求事項に対応す

第三十九条 地震による損傷の防止 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

 一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地

震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないものであること。 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができるものであること。 

 三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動によ

る地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないものであること。 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地

震動による地震力に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ．設

備分類」のとおり分類し，設備分類に応じて「Ⅱ．設計方針」に

示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用す

る地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対

象施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ．設計方針」の(1)，(2)及び(3)に示す設計方針が，

それぞれ第１項の第一号，第二号及び第三号の要求事項に対応す

第三十九条 地震による損傷の防止 

 

１ 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

 一 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地

震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないものであること。 

 二 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。） 第四条第二項の規定により算定する

地震力に十分に耐えることができるものであること。 

 三 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。） 基準地震動によ

る地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないものであること。 

 四 特定重大事故等対処施設 第四条第二項の規定により

算定する地震力に十分に耐えることができ、かつ、基準地

震動による地震力に対して重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

２ 重大事故等対処施設は、第四条第三項の地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもので

なければならない。 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて「Ⅰ．設

備分類」のとおり分類し，設備分類に応じて「Ⅱ．設計方針」に

示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用す

る地震動及び当該地震動による地震力等については，設計基準対

象施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「Ⅱ．設計方針」の(1)，(2)，(3)及び(4)に示す設計方

針が，それぞれ第１項の第一号，第二号，第三号及び第四号の要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

特重許可の反映 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

るものである。 

 

Ⅰ．設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能

又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失し

た場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替するこ

とにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができ

るものである。 

 

Ⅰ．設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能

又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失し

た場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替するこ

とにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの。 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができ

求事項に対応するものである。 

 

Ⅰ．設備分類 

(1) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合であって，設計基準事故対処設備の安全機能

又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失し

た場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれが

ある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替するこ

とにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であっ

て常設のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設

計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備 

常設重大事故防止設備であって，ａ．以外のもの。 

(2) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの。 

(3) 特定重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設のうち，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより炉心の損傷が発生するおそれがある

場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の

放出を抑制するためのもの。 

 

Ⅱ．設計方針 

(1) 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設 

代替する機能を有する設計基準事故対処設備の耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

（設置許可基準規則第二条

（定義）から引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：添付書類八 1. 安全設計 1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日申請）に係る安全設計の方針】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

るように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定す

る。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等

対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の

いずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれ

るおそれがないように設計する。 

１．特定重大事故等対処施設について 

第１項第４号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定す

る。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等

対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の

いずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれ

るおそれがないように設計する。 

 

 

 

 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るように設計する。 

(3) 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

なお，上記設計において適用する動的地震力は，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定す

る。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等

対処設備，常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の

いずれにも属さない常設の重大事故等対処施設の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわれ

るおそれがないように設計する。 

 

 

 

(4) 特定重大事故等対処施設（一の施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本箇所の記載内容は機密に係る事項を含むため，東海第二発電所審査資料 S-2-3 参考「東

海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動）

（本文五号，添付書類八，添付書類十）（機密情報記載箇所抜粋）」に示す。 

 

本箇所の記載内容は機密に係る事項を含むため，東海第二発

電所審査資料 S-2-3 参考「東海第二発電所 発電用原子炉設

置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動）

（本文五号，添付書類八，添付書類十）（機密情報記載箇所

抜粋）」に示す。 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本箇所の記載内容は機密に係る事項を含むため，東海第二発

電所審査資料 S-2-3 参考「東海第二発電所 発電用原子炉設

置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動）

（本文五号，添付書類八，添付書類十）（機密情報記載箇所

抜粋）」に示す。 

本箇所の記載内容は機密に係る事項を含むため，東海第二発電所審査資料 S-2-3 参考「東

海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動）

（本文五号，添付書類八，添付書類十）（機密情報記載箇所抜粋）」に示す。 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：添付書類八 1. 安全設計 1.9.11 発電用原子炉設置変更許可申請（令和 3年 6月 25 日申請）に係る安全設計の方針】 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設については，基準地震動ＳＳによ

る地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない場所に設置する。 

特定重大事故等対処施設（一の施設）については，基準地震動

ＳＳによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に

対して，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

 

第四十一条 火災による損傷の防止 

 

  重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を

防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有

するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感

知及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災の発生防止 

～前略～ 

落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷

設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

～前略～ 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大

事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持でき

る設計とする。 

～後略～ 

 

 

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設については，基準地震動ＳＳによ

る地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない場所に設置する。 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

第四十一条 火災による損傷の防止 

 

  重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を

防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有

するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感

知及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災の発生防止 

 

地震により火災が発生する可能性を低減するため，重大事故

等対処施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大

事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持でき

る設計とする。 

 

 

 

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設については，基準地震動ＳＳによ

る地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ない場所に設置する。 

特定重大事故等対処施設（一の施設）については，基準地震動

ＳＳによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜面の崩壊に

対して，原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない場所に設置する。 

 

 

第四十一条 火災による損傷の防止 

 

  重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を

防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有

するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感

知及び消火の措置を講じるものとする。 

(1) 火災の発生防止 

 

地震により火災が発生する可能性を低減するため，重大事故

等対処施設の区分に応じた耐震設計を行う。 

(2) 火災感知及び消火 

 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大

事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

 

 

 

 

 

 

本体施設許可の反映 

（本体施設許可の記載のう

ち，地震動追加に伴い，耐震

要求がある箇所を記載。ただ

し，第 38 条，第 39 条要求に

包含されるものは除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による火災の項目の

み記載 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第四十二条 特定重大事故等対処施設 

 

１ 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対

処施設を設けなければならない。 

 一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対してその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

 二 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を

有するものであること。 

 三 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が

受けられるまでの間、使用できるものであること。 

 

適合のための設計方針 

１．特定重大事故等対処施設について 

～中略～ 

(1) 多重性又は多様性，独立性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多重性又は多様性，独立性，位置的分散 

～中略～ 

ｂ．悪影響防止 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，発電用原子炉施

設（一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備（当該の特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。））に対して悪影響を及ぼさないように，以下の措置を講

じた設計とする。 

～中略～ 

地震による影響に対しては，特定重大事故等対処施設を構成

する設備は，地震，地震による火災及び溢水により他の設備へ

悪影響を及ぼさないように設計する。 

地震に対する耐震設計については，「1.3.3 特定重大事故

等対処施設の耐震設計」に示す。 

～後略～ 

 

 

 

 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十二条 特定重大事故等対処施設 

 

１ 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対

処施設を設けなければならない。 

 一 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対してその重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないものであること。 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

 

 

 

 

 

特定重大事故等対処施設を構成する設備は，発電用原子炉施設

（一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

（当該の特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。））に

対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

具体的には，地震による影響に対して，特定重大事故等対処施

設を構成する設備は，地震，地震による火災及び溢水により他の

設備へ悪影響を及ぼさないように設計する。 

地震に対する耐震設計については，「1.3.3 特定重大事故等

対処施設の耐震設計」に示す。 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

（特重許可の記載のうち，地

震動追加に伴い，耐震要求が

ある箇所を記載。ただし，第

38 条，第 39 条要求に包含さ

れるものは除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重設備が，他の設備に対し

て，悪影響を及ぼさないよう

に耐震要求を求める設計方針

（火災，溢水）であるため，記

載する。 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第四十三条 重大事故等対処設備 

 

１ 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならな

い。 

 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放

射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場

所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであ

ること。 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設

備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」

という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故

等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の

常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設

重大事故等対処設備」という。）は、前項に定めるもののほ

か、次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に

対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。 

 三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう、適切な措置を講じたものであること。 

第四十三条 重大事故等対処設備 

 

１ 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十三条 重大事故等対処設備 

 

１ 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体施設許可の反映 

（本体施設許可の記載のう

ち，地震動追加に伴い，耐震

要求がある箇所を記載。ただ

し，第 38 条，第 39 条要求に

包含されるものは除く。） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるも

ののほか、次に掲げるものでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上

の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができ

るよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため、可搬型重

大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

るものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場

所に設けるものであること。 

 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する

こと。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型

重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適

切な措置を講じたものであること。 

 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によ

って、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切

な措置を講じたものであること。 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

適合のための設計方針 

(1) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

～前略～ 

ｂ．悪影響防止（第1項 第五号） 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処

設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設

計とする。 

～後略～ 

(1) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

～前略～ 

 (c) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接

続口（第3項 第三号） 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複

数の場所に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その

機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等

内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所

設置する。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）及び竜巻のうち

風荷重，凍結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁的障害に対し

ては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は，「1.9 発電用原子炉設置変更許可申請

に係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁

面に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）及び火災に対して

は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事

故等対処施設の耐津波設計」，「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡

上する津波に対する耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対処

施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しな

い位置に設置する。 

～後略～ 

(1) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

～前略～ 

適合のための設計方針 

 

 

第１項第５号について 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（隣接する発電所を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処

設備以外の重大事故等対処設備）に対して地震による悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

第３項第３号について 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等

対処設備と常設設備との接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複

数の場所に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その

機能を確実に発揮できる設計とするとともに，接続口は，建屋等

内及び建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数箇所

設置する。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。 
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地震起因の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に係る箇所のみ記載 

 

 

 

 

構成上の差異 

地震に係る箇所のみ記載 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

(b) 可搬型重大事故等対処設備（第3項 第五号及び第七号） 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多

様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計と

する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3

環境条件等」に記載する。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発

電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地

盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を

喪失しない位置に保管する設計とする。 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含む。）に対して可搬型

重大事故等対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設

計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波方針」及び「1.4.3 基

準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波設計」にて考慮

された設計とする。 

～後略～ 

 

(1) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

～前略～ 

 (d) 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第3項 第六号）

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事

故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するた

め，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とす

る。 

第３項第５号について 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多

様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計と

する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3

環境条件等」に記載する。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発

電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地

盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を

喪失しない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等

対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に基づく

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第３項第６号について 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事

故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するた

め，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とす

る。 

第３項第５号について 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設

重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多

様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計と

する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故

等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とす

る。重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3

環境条件等」に記載する。 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「1.9 発

電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地

盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を

喪失しない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等

対処設備は，「1.3.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に基づく

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第３項第６号について 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事

故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するた

め，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成上の差異 

地震に係る箇所のみ記載 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアク

セスルートを確保する。 

なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセス

ルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓ

ｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくと

も１つ確保する。 

～中略～ 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の

損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の

影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去

可能なホイールローダを1セット2台使用する。ホイールロ一ダの

保有数は，1セット2台，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として3台の合計5台を分散して保管する。また，

地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

～中略～ 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を

行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等

に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等

を行う設計とする。 

～後略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアク

セスルートを確保する。 

なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセス

ルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓ

Ｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも

１つ確保する。 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の

損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の

影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去

可能なホイールローダを1セット2台使用する。ホイールローダの

保有数は，1セット2台，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として3台の合計5台を分散して保管する。また，

地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を

行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等

に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等

を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの，溢水及び火災を想定しても，運搬，移

動に支障を来すことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スルートを確保する。 

なお，想定される重大事故等の収束に必要となる屋外アクセス

ルートは，基準津波の影響を受けない防潮堤内に，基準地震動Ｓ

Ｓ及び敷地に遡上する津波の影響を受けないルートを少なくとも

１つ確保する。 

 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の

損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の

影響）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去

可能なホイールローダを1セット2台使用する。ホイールローダの

保有数は，1セット2台，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として3台の合計5台を分散して保管する。また，

地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダによる崩壊箇所の復旧又は迂回路の通行を

行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等

に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等

を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第五十七条 電源設備 

 

１ 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪

失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を

設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設

置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される

電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

～前略～ 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性

を有する直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス

１相当の設計とし，耐震設計においては，蓄電池（３系統目）及

びその電路は，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと

に加え，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力または静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられるように設計する。 

～後略～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十七条 電源設備 

 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設

置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される

電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ための常設の直流電源設備を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第２項について 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，特に高い信頼性を有す

る直流電源設備とするため，安全機能の重要度分類クラス１相当

の設計とし，耐震設計においては，蓄電池（３系統目）及びその

電路は，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことに加え，

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大

きい方の地震力に対して，おおむね弾性状態にとどまる範囲で耐

えられるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重許可の反映 

（特重許可の記載のうち，地

震動追加に伴い，耐震要求が

ある箇所を記載。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成上の差異 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

第六十一条 緊急時対策所 
 

１ 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処す

るための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでな

ければならない。 

 一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、適切な措置を講じたものであ

ること。 

 二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設

備を設けたものであること。 

 三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもので

あること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容することができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

～前略～ 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，

機能を損なわない設計とするとともに，基準津波の影響を受けな

い設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2 重大事故等対

処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」

及び「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波

設計」に基づく設計とする。 

～後略～ 

第六十一条 緊急時対策所 
 

１ 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処す

るための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでな

ければならない。 

 一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、適切な措置を講じたものであ

ること。 

 二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設

備を設けたものであること。 

 三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもので

あること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容することができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，

機能を損なわない設計とする。地震に対しては，「1.3.2 重大事

故等対処施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 

 

 

第六十一条 緊急時対策所 
 

１ 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処す

るための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでな

ければならない。 

 一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、適切な措置を講じたものであ

ること。 

 二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設

備を設けたものであること。 

 三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもので

あること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容することができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，

機能を損なわない設計とする。地震に対しては，「1.3.2 重大事

故等対処施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に係る箇所のみ記載 

地震に係る箇所のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加，図の変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加及び図番号修正，図の

変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加及び図番号修正，図の

変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加及び図番号修正，図の

変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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弾性設計用地震動Ｓｄ－３２

の追加及び図番号修正，図の

変更※ 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

るため，Ｓｄ－３２に反映す

る。 
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青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 十 

 

 

変更後における発電用原子炉施設において 

事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な 

施設及び体制の整備に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 十 

 

 

変更後における発電用原子炉施設において 

事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な 

施設及び体制の整備に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 十 

 

 

変更後における発電用原子炉施設において 

事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な 

施設及び体制の整備に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書比較表（震源を特定せず策定する地震動） 
【対象項目：添付書類十 追補２．Ⅰ 別添 1.2.1 地震ＰＲＡ 1.2.1.2 確率論的地震ハザード】 

57 

赤字又は赤枠：申請時の変更箇所
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選

定について 

別添 東海第二発電所 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について 

1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7 月 24 日付け，原規規発第 1907243 号をもって設置変

更許可を受け，令和元年 9 月 24 日付け総室発第 69 号をもって設置

変更許可を申請（令和 2 年 11 月 16 日付け総室発第 78 号，令和 3

年 2 月 19 日付け総室発第 109 号で一部補正）している東海第二発

電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十の記載のう

ち，下記項目の記述及び関連図面等を次のとおり変更又は追加す

る。ただし，第 1.2.1.2－17 図については，変更前の図面に同じ。

 

追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選

定について 

別添 東海第二発電所 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について 

1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 1 月 25 日付け，原規規発第 2301252 号をもって設置変

更許可を受けた東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十の記載のうち，下記項目の記述及び関連図面等を次

のとおり変更又は追加する。ただし，第 1.2.1.2－17 図については，

変更前の図面に同じ。 

 

 

 

追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選

定について 

別添 東海第二発電所 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について 

1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

図 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１の応答スペクトルの比較

（水平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１の応答スペクトルの比較

（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の応答スペ

クトルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の応答スペ

クトルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペク

トルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の応答スペ

クトルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の応答スペ

クトルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

る。 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

＜目  次＞ 

 

追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケ

ンスの選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目  次＞ 

 

追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 
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追補2. 「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本

的考え方」の追補 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケ

ンスの選定について 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

追補 2

 

 

 

 

「6.重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え

方」の追補 

 

添付書類十，6.重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基

本的考え方の記述に次のとおり追補する。 
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

 

 

 

 

追補２．Ⅰ 

 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選

定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追補２．Ⅰ 

 

 

Ⅰ 事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 
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東海第二発電所 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について 
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

図 

 

地震ＰＲＡ 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

の応答スペクトルの比較（水

平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

の応答スペクトルの比較（鉛

直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 
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地震ＰＲＡ 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

及びＳＳ－３２の応答スペクト

ルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

及びＳＳ－３２の応答スペクト

ルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 
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地震ＰＲＡ 

第 1.2.1.2－17 図（1／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－17 図（2／2） 一様ハザードスペクトルと基

準地震動ＳＳ－Ｄ１，ＳＳ－１

１～ＳＳ－２２の応答スペクト

ルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－18 図（1／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

及びＳＳ－３２の応答スペクト

ルの比較（水平方向） 

第 1.2.1.2－18 図（2／2） 内陸地殻内地震の領域震源モ

デルによる一様ハザードスペ

クトルと基準地震動ＳＳ－３１

及びＳＳ－３２の応答スペクト

ルの比較（鉛直方向） 

第 1.2.1.2－19 図（1／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（水平方向） 

第 1.2.1.2－19 図（2／2） 周期ごとの平均ハザード曲線 

（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

る。 
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赤字又は赤枠：申請時の変更箇所

青字又は青枠：補正時の変更箇所

既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 

1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

1.2.1.2 確率論的地震ハザード 

 (3) 確率論的地震ハザード評価結果 

  ｂ．一様ハザードスペクトル 

    一様ハザードスペクトルと応答スペクトルに基づく手法

による基準地震動ＳＳ－Ｄ１及び断層モデルを用いた手法に

よる基準地震動ＳＳ－１１～ＳＳ－２２との比較を第

1.2.1.2－17 図に示す。基準地震動ＳＳ－Ｄ１の年超過確率

は 10－４ 10－５程度である。基準地震動ＳＳ－１１からＳＳ－

２２の年超過確率は基準地震動ＳＳ－Ｄ１を超過する周期帯

で 10－４ 10－６程度である。また，内陸地殻内地震の領域震

源モデルによる一様ハザードスペクトルと震源を特定せず

策定する地震動に基づく基準地震動ＳＳ－３１との比較を第

1.2.1.2－18 図に示す。基準地震動ＳＳ－３１の年超過確率

は 10－４ 10－６程度である。 

    一様ハザードスペクトルの算出のもととなる周期ごとの

平均ハザード曲線を第 1.2.1.2－19 図に示す。 
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1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

1.2.1.2 確率論的地震ハザード 

 (3) 確率論的地震ハザード評価結果 

  ｂ．一様ハザードスペクトル 

    一様ハザードスペクトルと応答スペクトルに基づく手法

による基準地震動ＳＳ－Ｄ１及び断層モデルを用いた手法に

よる基準地震動ＳＳ－１１～ＳＳ－２２との比較を第

1.2.1.2－17 図に示す。基準地震動ＳＳ－Ｄ１の年超過確率

は 10－４ 10－５程度である。基準地震動ＳＳ－１１からＳＳ－

２２の年超過確率は基準地震動ＳＳ－Ｄ１を超過する周期帯

で 10－４ 10－６程度である。また，内陸地殻内地震の領域震

源モデルによる一様ハザードスペクトルと震源を特定せず

策定する地震動に基づく基準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－３

２との比較を第 1.2.1.2－18 図に示す。基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の年超過確率は 10－４ 10－６程度である。 

    一様ハザードスペクトルの算出のもととなる周期ごとの

平均ハザード曲線を第 1.2.1.2－19 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. レベル１ＰＲＡ 

1.2 外部事象ＰＲＡ 

1.2.1 地震ＰＲＡ 

1.2.1.2 確率論的地震ハザード 

 (3) 確率論的地震ハザード評価結果 

  ｂ．一様ハザードスペクトル 

    一様ハザードスペクトルと応答スペクトルに基づく手法

による基準地震動ＳＳ－Ｄ１及び断層モデルを用いた手法に

よる基準地震動ＳＳ－１１～ＳＳ－２２との比較を第

1.2.1.2－17 図に示す。基準地震動ＳＳ－Ｄ１の年超過確率

は 10－４ 10－５程度である。基準地震動ＳＳ－１１からＳＳ－

２２の年超過確率は基準地震動ＳＳ－Ｄ１を超過する周期帯

で 10－４ 10－６程度である。また，内陸地殻内地震の領域震

源モデルによる一様ハザードスペクトルと震源を特定せず

策定する地震動に基づく基準地震動ＳＳ－３１及びＳＳ－３

２との比較を第 1.2.1.2－18 図に示す。基準地震動ＳＳ－３

１及びＳＳ－３２の年超過確率は 10－４ 10－６程度である。 

    一様ハザードスペクトルの算出のもととなる周期ごとの

平均ハザード曲線を第 1.2.1.2－19 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動ＳＳ－３２の追加 
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既許可（令和 5年 1月 25 日時点） 震源特定せず当初申請（令和 3年 6月 25 日時点） 第１回補正 差異説明 
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基準地震動Ｓｓ－３２の追加，

図の変更※ 

 

※当初申請時から，乱数位相

を用いた模擬地震波作成に係

る地震規模（M6.9→M7.0）を変

更し，ＳＳ－３２を見直してい

る。 
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